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ウ 共有物の保存・管理・変更 
 ① 保存⾏為・管理⾏為・変更⾏為 
 

 意義 要件 具体例 

保存行為 

(252 条５

項) 

共有物の現状を

維持する行為 
単独で可能 

① 目的物の修繕 

② 妨害排除請求(大判大

7.4.19） 

管理行為 

(252 条

１項) 

共有物の性質を

変 え る こ と な

く、これを利用

しまたは改良す

る行為 

持分の価格の過半数 

 

または、共有物の管

理者 

① 共有地の賃貸借契約の

解除(最判昭 39.2.25)  

② 共有建物の使用貸借契

約 の 解 除 ( 最 判 昭

29.3.12)  

③ 共有物の管理者の選任

（252 条の２第１項） 

変更行為 

(251 条

１項、

252 条２

項) 

共有物の性質も

しくは形状また

はその両者を変

更すること 

共有者全員の同意 

 

ただし、共有物の形

状または効用の著し

い変更を伴わないも

の（軽微変更）は、持

分の価格の過半数 

① 共有農地を造成して宅

地 に す る こ と （ 最 判 平

10.3.24） 

② 共有山林の伐採 

③ 共有物の売却およびそ

の解除・取消し 

④ 共有地の全部に抵当権

を設定すること 
 

  他の共有者が不明であるときや、他の共有者が共有物の管理に関する事項

を決定することについて催告した期間内に賛否を明らかにしないときは、他

の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関

する事項を決することができる旨の裁判をすることができる（252 条２項）。 
 
不動産登記法との関連  COLUMN  

不動産の表示に関する登記には、登記の性質から報告的登記と形成的登記に分
けることができる。 

形成的登記（創設的登記）とは、申請者の意思が必要な登記であり、その登記
がされることで形成される登記をいう。よって、登記原因が存在しない。形成的
登記として、土地の分筆、合筆登記、建物の分割、合併、区分登記が挙げられる。
このうち、土地の分筆、合筆登記は、軽微変更に該当し、各共有者の持分の価格
の過半数で申請することができる。 
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一方、報告的登記とは、申請者の意思を必要とせず、土地の現況を報告的に登
記記録に反映させる登記をいう。形成的登記と異なり、原則として土地の現況を
速やかに登記記録に反映させるため申請義務が課されている他、申請者の意思を
必要としないことから登記官が職権でもできる。また、保存⾏為として取り扱わ
れるため、共有者の１人から申請することができる。 

 

 ② 共有物の管理費用の分担 
   各共有者は、その持分に応じ、管理の費用（必要費・有益費）を支払い、

その他共有物に関する負担（公租公課など）を負う（253 条１項）。 

   共有者が１年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当

の償金を支払ってその者の持分を取得することができる（253 条２項）。 

   共有物の１人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その

特定承継人に対しても行使することができる（254 条）。 

   「共有者の１人が共有物について他の共有者に対して有する債権」には、

共有物保存・管理費用の立替債権のほか、共有物分割契約による債権も含

まれる（最判昭 34.11.26）。 
 

エ 共有者相互の関係 
 ① 原状回復請求 
   共有者の１人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた

場合には、他の共有者は、共有物を現状に復することが不能であるなどの

特段の事情がある場合を除き、各自の共有持分権に基づいて、単独で変更

により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることが

できる（最判平 10.3.24）。 
 

 ② 妨害排除請求 
   妨害排除請求は保存行為であるため、各共有者が単独で、その全部の引

渡しを請求することができる（大判大 7.4.19）。 

   共有持分の価格が過半数を超えるものであっても、共有者の１人が排他

的に使用している場合、当然の明渡請求は認められない（最判昭 41.5.19）。 

   共有者の１人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に使用さ

せている場合であっても、第三者の占有使用が共有者の１人の持分に基づ

くものと認められる限りは、当該第三者に対して当然には明渡しを請求す

ることはできない（最判昭 63.5.20）。 
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 ③ 抹消請求 
   共有者の持分について不実の持分移転登記がされている場合、当該登記

によって妨害状態が生じているといえることから、共有者の１人から保存

行為として、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することがで

きる（最判平 15.7.11）。 

   ただし、共有者の１人が勝手に自己名義での所有権移転登記を経由した

場合は、他の共有者から一部抹消（更正）登記手続をすることとなるが、

これは自己の持分についてのみの行使に限られる（最判昭 38.2.22）。 
 

 ④ 対内的な対抗関係 
   共有不動産の持分権が放棄された場合には他の共有者の持分権を取得す

るが（255 条）、これは「物権の得喪」（177 条）に該当し、これを第三者に

対抗するためには登記（移転登記）を具備することを要する（最判昭

44.3.27）。 

   不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外

の他の共有者は、177 条の「第三者」にあたる（最判昭 46.6.18）。 
 

 ⑤ 共有の対外関係 
   共有物の不法行為に対する損害賠償請求権は、自己の持分についてのみ

行使できる（最判昭 41.3.3、最判昭 51.9.7）。 
 

オ 共有物の分割 
 ① 協議による分割 
   各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる（256 条１

項本文）。もっとも、５年を超えない期間を定めての分割禁止特約も有効と

される（256 条１項ただし書）。 

   分割方法は、現物分割、代金分割、価格賠償のどれを用いてもよい。 
  

 

「現物分割」「代⾦分割」「価格賠償」とは 
「現物分割」とは、共有物を共有者間で分ける方法をいいます。 
「代⾦分割」とは、共有物を売却して代⾦を分ける方法をいいます。 
「価格賠償」とは、共有関係の解消を求める者の持分を他の共有者が有償で

取得することにより、共有関係から離脱させる方法をいいます。 
  

 

 ② 裁判による分割 
   共有物の分割について共有者間の協議が調わない場合や、協議をするこ

とができない場合は、裁判所に分割を請求することができる（258 条１項）。
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裁判所は、必ずしも当事者の申立てに拘束されず、共有物の状態、各共有

者の利益などを考慮して分割する。 

   裁判所は、①現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて、他の

共有者の持分の全部または一部を取得させる方法、により、共有物の分割

を命ずることができるが、共有物を分割することができないとき、または

分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、

その競売を命ずることができる（258 条２項、258 条３項）。 

   裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、

物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる（258 条

４項）。 
 

不動産登記法との関連  COLUMN  

共有名義となっている土地は原則、持分の価格の過半数の者から土地分筆登記
を申請することができるが、共有物分割の裁判または訴訟上の和解によって共有
物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をし
ないときは、他の登記名義人が代位して分筆登記の申請をすることができる。 

 ③ 共有物が相続財産に属する場合 
   共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合は、例外的な取扱

いとなる。共有物が相続財産に属する場合は、258 条により裁判所に対し

て共有物の分割を請求することはできず、907 条２項により家庭裁判所に

共有物の分割（遺産分割）をすることになる（258 条の２第１項）。 

   ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時

から 10 年を経過したときは、258 条により裁判所に対して共有物の分割を

請求することができる（258 条の２第２項本文）。  
 

 ④ 担保責任 
   各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同

じく、その持分に応じて担保責任を負う（261 条）。 
  

 

「売主と同じく」とは 
ある共有者が分割によって取得した物に物的なキズ、数量不⾜、第三者の権

利の付着などがあった場合には、他の共有者は、その持分に応じて担保責任
（562 条以下）を負うとしたものです。 
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ウ 共有物の保存・管理・変更 
 ① 保存⾏為・管理⾏為・変更⾏為 
 

 意義 要件 具体例 

保存行為 

(252 条５

項) 

共有物の現状を

維持する行為 
単独で可能 

① 目的物の修繕 

② 妨害排除請求(大判大

7.4.19） 

管理行為 

(252 条

１項) 

共有物の性質を

変 え る こ と な

く、これを利用

しまたは改良す

る行為 

持分の価格の過半数 

 

または、共有物の管

理者 

① 共有地の賃貸借契約の

解除(最判昭 39.2.25)  

② 共有建物の使用貸借契

約 の 解 除 ( 最 判 昭

29.3.12)  

③ 共有物の管理者の選任

（252 条の２第１項） 

変更行為 

(251 条

１項、

252 条２

項) 

共有物の性質も

しくは形状また

はその両者を変

更すること 

共有者全員の同意 

 

ただし、共有物の形

状または効用の著し

い変更を伴わないも

の（軽微変更）は、持

分の価格の過半数 

① 共有農地を造成して宅

地 に す る こ と （ 最 判 平

10.3.24） 

② 共有山林の伐採 

③ 共有物の売却およびそ

の解除・取消し 

④ 共有地の全部に抵当権

を設定すること 
 

  他の共有者が不明であるときや、他の共有者が共有物の管理に関する事項

を決定することについて催告した期間内に賛否を明らかにしないときは、他

の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関

する事項を決することができる旨の裁判をすることができる（252 条２項）。 
 
不動産登記法との関連  COLUMN  

不動産の表示に関する登記には、登記の性質から報告的登記と形成的登記に分
けることができる。 

形成的登記（創設的登記）とは、申請者の意思が必要な登記であり、その登記
がされることで形成される登記をいう。よって、登記原因が存在しない。形成的
登記として、土地の分筆、合筆登記、建物の分割、合併、区分登記が挙げられる。
このうち、土地の分筆、合筆登記は、軽微変更に該当し、各共有者の持分の価格
の過半数で申請することができる。 
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一方、報告的登記とは、申請者の意思を必要とせず、土地の現況を報告的に登
記記録に反映させる登記をいう。形成的登記と異なり、原則として土地の現況を
速やかに登記記録に反映させるため申請義務が課されている他、申請者の意思を
必要としないことから登記官が職権でもできる。また、保存⾏為として取り扱わ
れるため、共有者の１人から申請することができる。 

 

 ② 共有物の管理費用の分担 
   各共有者は、その持分に応じ、管理の費用（必要費・有益費）を支払い、

その他共有物に関する負担（公租公課など）を負う（253 条１項）。 

   共有者が１年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当

の償金を支払ってその者の持分を取得することができる（253 条２項）。 

   共有物の１人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その

特定承継人に対しても行使することができる（254 条）。 

   「共有者の１人が共有物について他の共有者に対して有する債権」には、

共有物保存・管理費用の立替債権のほか、共有物分割契約による債権も含

まれる（最判昭 34.11.26）。 
 

エ 共有者相互の関係 
 ① 原状回復請求 
   共有者の１人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた

場合には、他の共有者は、共有物を現状に復することが不能であるなどの

特段の事情がある場合を除き、各自の共有持分権に基づいて、単独で変更

により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることが

できる（最判平 10.3.24）。 
 

 ② 妨害排除請求 
   妨害排除請求は保存行為であるため、各共有者が単独で、その全部の引

渡しを請求することができる（大判大 7.4.19）。 

   共有持分の価格が過半数を超えるものであっても、共有者の１人が排他

的に使用している場合、当然の明渡請求は認められない（最判昭 41.5.19）。 

   共有者の１人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に使用さ

せている場合であっても、第三者の占有使用が共有者の１人の持分に基づ

くものと認められる限りは、当該第三者に対して当然には明渡しを請求す

ることはできない（最判昭 63.5.20）。 
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 ③ 抹消請求 
   共有者の持分について不実の持分移転登記がされている場合、当該登記

によって妨害状態が生じているといえることから、共有者の１人から保存

行為として、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することがで

きる（最判平 15.7.11）。 

   ただし、共有者の１人が勝手に自己名義での所有権移転登記を経由した

場合は、他の共有者から一部抹消（更正）登記手続をすることとなるが、

これは自己の持分についてのみの行使に限られる（最判昭 38.2.22）。 
 

 ④ 対内的な対抗関係 
   共有不動産の持分権が放棄された場合には他の共有者の持分権を取得す

るが（255 条）、これは「物権の得喪」（177 条）に該当し、これを第三者に

対抗するためには登記（移転登記）を具備することを要する（最判昭

44.3.27）。 

   不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外

の他の共有者は、177 条の「第三者」にあたる（最判昭 46.6.18）。 
 

 ⑤ 共有の対外関係 
   共有物の不法行為に対する損害賠償請求権は、自己の持分についてのみ

行使できる（最判昭 41.3.3、最判昭 51.9.7）。 
 

オ 共有物の分割 
 ① 協議による分割 
   各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる（256 条１

項本文）。もっとも、５年を超えない期間を定めての分割禁止特約も有効と

される（256 条１項ただし書）。 

   分割方法は、現物分割、代金分割、価格賠償のどれを用いてもよい。 
  

 

「現物分割」「代⾦分割」「価格賠償」とは 
「現物分割」とは、共有物を共有者間で分ける方法をいいます。 
「代⾦分割」とは、共有物を売却して代⾦を分ける方法をいいます。 
「価格賠償」とは、共有関係の解消を求める者の持分を他の共有者が有償で

取得することにより、共有関係から離脱させる方法をいいます。 
  

 

 ② 裁判による分割 
   共有物の分割について共有者間の協議が調わない場合や、協議をするこ

とができない場合は、裁判所に分割を請求することができる（258 条１項）。
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裁判所は、必ずしも当事者の申立てに拘束されず、共有物の状態、各共有

者の利益などを考慮して分割する。 

   裁判所は、①現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて、他の

共有者の持分の全部または一部を取得させる方法、により、共有物の分割

を命ずることができるが、共有物を分割することができないとき、または

分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、

その競売を命ずることができる（258 条２項、258 条３項）。 

   裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、

物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる（258 条

４項）。 
 

不動産登記法との関連  COLUMN  

共有名義となっている土地は原則、持分の価格の過半数の者から土地分筆登記
を申請することができるが、共有物分割の裁判または訴訟上の和解によって共有
物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をし
ないときは、他の登記名義人が代位して分筆登記の申請をすることができる。 

 ③ 共有物が相続財産に属する場合 
   共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合は、例外的な取扱

いとなる。共有物が相続財産に属する場合は、258 条により裁判所に対し

て共有物の分割を請求することはできず、907 条２項により家庭裁判所に

共有物の分割（遺産分割）をすることになる（258 条の２第１項）。 

   ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時

から 10 年を経過したときは、258 条により裁判所に対して共有物の分割を

請求することができる（258 条の２第２項本文）。  
 

 ④ 担保責任 
   各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同

じく、その持分に応じて担保責任を負う（261 条）。 
  

 

「売主と同じく」とは 
ある共有者が分割によって取得した物に物的なキズ、数量不⾜、第三者の権

利の付着などがあった場合には、他の共有者は、その持分に応じて担保責任
（562 条以下）を負うとしたものです。 
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裁判所は、必ずしも当事者の申立てに拘束されず、共有物の状態、各共有

者の利益などを考慮して分割する。 

   裁判所は、①現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて、他の

共有者の持分の全部または一部を取得させる方法、により、共有物の分割

を命ずることができるが、共有物を分割することができないとき、または

分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、

その競売を命ずることができる（258 条２項、258 条３項）。 

   裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、

物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる（258 条

４項）。 
 

不動産登記法との関連  COLUMN  

共有名義となっている土地は原則、持分の価格の過半数の者から土地分筆登記
を申請することができるが、共有物分割の裁判または訴訟上の和解によって共有
物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をし
ないときは、他の登記名義人が代位して分筆登記の申請をすることができる。 

 ③ 共有物が相続財産に属する場合 
   共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合は、例外的な取扱

いとなる。共有物が相続財産に属する場合は、258 条により裁判所に対し

て共有物の分割を請求することはできず、907 条２項により家庭裁判所に

共有物の分割（遺産分割）をすることになる（258 条の２第１項）。 

   ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時

から 10 年を経過したときは、258 条により裁判所に対して共有物の分割を

請求することができる（258 条の２第２項本文）。  
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   各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同

じく、その持分に応じて担保責任を負う（261 条）。 
  

 

「売主と同じく」とは 
ある共有者が分割によって取得した物に物的なキズ、数量不⾜、第三者の権

利の付着などがあった場合には、他の共有者は、その持分に応じて担保責任
（562 条以下）を負うとしたものです。 
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カ 所在等不明共有者 
  共有不動産について、共有者が他の共有者を知ることができず、またはそ

の所在を知ることができないとき、そのような他の共有者を「所在等不明共

有者」という（262 条の２第１項）。 

  所在等不明共有者がいる場合、共有物の管理についての協議をおこなうこ

とができなくなり、裁判によって共有物の分割を請求することになるため、

手続や費用の面で大変な負担となる。そのため、所在等不明共有者がいる場

合は、共有者の請求により、裁判所は、所在等不明共有者の持分をその共有

者に取得させる裁判をすることができ、所在等不明共有者との共有関係を解

消することができる（262 条の２第１項）。請求をした共有者が２人以上ある

ときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各

共有者の持分の割合で按分して取得させることになる。 

  この場合、所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対して、その持

分の時価相当額の支払を請求することができる（262 条の２第４項）。 
 

キ 所有者不明⼟地 
  所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、

そのような土地を「所有者不明土地」という（264 条の２第１項）。所有者不

明である場合には、当該土地の共有者に所在等不明共有者がいる場合の共有

持分も含まれる。 

  所有者不明土地について、①必要があると認めるときで、②利害関係人の

請求があるとき、裁判所は、その請求に係る土地または共有持分を対象とし

て、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる。こ

れを「所有者不明土地管理命令」という（264 条の２第１項）。所有者不明土

地管理命令の効力は、所有者不明土地にある動産に及ぶ（264 条の２第２項）。 

  所有者不明土地管理人は、①保存行為および②所有者不明土地の性質を変

えない範囲においてその利用または改良を目的とする行為について、裁判所

の許可なしにおこなうことができる。ただし、許可なしにおこなった行為に

ついて、善意の第三者に対抗することはできない（264 条の３第２項）。 
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ついて、善意の第三者に対抗することはできない（264 条の３第２項）。 
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共有者の持分の全部または一部を取得させる方法、により、共有物の分割

を命ずることができるが、共有物を分割することができないとき、または
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て共有物の分割を請求することはできず、907 条２項により家庭裁判所に

共有物の分割（遺産分割）をすることになる（258 条の２第１項）。 

   ただし、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時

から 10 年を経過したときは、258 条により裁判所に対して共有物の分割を

請求することができる（258 条の２第２項本文）。  
 

 ④ 担保責任 
   各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同

じく、その持分に応じて担保責任を負う（261 条）。 
  

 

「売主と同じく」とは 
ある共有者が分割によって取得した物に物的なキズ、数量不⾜、第三者の権

利の付着などがあった場合には、他の共有者は、その持分に応じて担保責任
（562 条以下）を負うとしたものです。 
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